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平成 25年６月 21日付け厚生労働省発食安 0621第３号をもって諮問された、食品衛生

法（昭和 22年法律第 233号）第 11条第１項の規定に基づくクロチアニジンに係る食品

規格（食品中の農薬の残留基準）の設定について、当部会で審議を行った結果を別添の

とおり取りまとめたので、これを報告する。 

 

 

 


